
一

第
八

十

一
号
議
案
　
東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

第
八
十
一
号
議
案

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
一
号
中
「
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
障
害
児
（
十
五
歳
以
上
の
障
害
児
に
限
る
。
）
が
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い
て
支
援
す
る
上
で
必
要
な
事
項
を
定
め
た
計
画
（
以
下
「
移
行
支
援

計
画
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
入
所
支
援
計
画
」
を
「
こ
れ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
心
理
指
導
を
」
を
「
心
理
支
援
を
」
に
、
「
心
理
指
導
担
当
職
員
」
を
「
心
理
担
当
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
心

理
指
導
担
当
職
員
」
を
「
心
理
担
当
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
訓
練
室
」
を
「
支
援
室
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
訓
練
室
、
屋
外
訓
練
場
」
を
「
支
援
室
、
屋
外

遊
戯
場
」
に
改
め
る
。
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二

　

第
六
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

管
理
者
は
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
に
移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
担
当
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
第
八
項
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、

「
行
い
、
」
を
「
行
う
と
と
も
に
、
当
該
障
害
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の
利
益
が
優
先
し
て

考
慮
さ
れ
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
当
た
っ
て
は
」
の
下
に
「
、
障
害
児
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、

そ
の
最
善
の
利
益
が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
る
体
制
を
確
保
し
た
上
で
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

10　

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行

い
、
障
害
児
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
自

立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い
て
支
援
す
る
上
で
必
要
な
支
援
内
容
の
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11　

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
支
援
内
容
の
検
討
結
果
に
基
づ
き
、
障
害
児
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い
て

支
援
す
る
上
で
必
要
な
取
組
、
当
該
支
援
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
移
行
支
援
計
画
の
原
案
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12　

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
移
行
支
援
計
画
の
作
成
後
、
移
行
支
援
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
（
障
害
児
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
ア
セ
ス

メ
ン
ト
を
含
む
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
障
害
児
に
つ
い
て
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
し
、
少
な
く
と
も
六
月
に
一
回
以
上
、
移
行
支
援
計
画
の

見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
移
行
支
援
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

13　

第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
第
十
項
に
規
定
す
る
移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

14　

第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
十
二
項
に
規
定
す
る
移
行
支
援
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

15　

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
障
害
児
及
び
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三

第
八

十

一
号
議
案
　
東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
入
所
支
援
計
画
」
の
下
に
「
及
び
移
行
支
援
計
画
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
を
第
四
項
と

し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
が
で
き
る
限
り
良
好
な
家
庭
的
環
境
に
お
い
て
指
定
入
所
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
及
び
入
所
給
付
決

定
保
護
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
た
め
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
支
援
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
指
導
、
訓
練
等
」
を
「
支
援
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
を
い
う
。
」
の
下
に
「
以
下
こ
の
条
及
び
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３　

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第

六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新

興
感
染
症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療

機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
十
八
項
」
を
「
第
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
入
所
支
援
計
画
」
の
下
に
「
及
び
移
行
支
援
計
画
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
心
理
指
導
」
を
「
心
理
支
援
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

支
援
室

　

第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
屋
外
訓
練
場
」
を
「
屋
外
遊
戯
場
」
に
、
「
指
導
」
を
「
支
援
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則



四

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
提
案
理
由
）

　

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
六
年
内
閣

府
令
第
五
号
）
の
施
行
に
よ
る
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生

労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
移
行
支
援
計
画
の
作
成
等
に
係
る
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


